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こうふはっこうマルシェ2026 

「甲府市の事業者を応援するイベント」出店者募集要項 
 

令和8年3月7日（土）に、舞鶴城公園及び、こうふ亀屋座を会場として「こうふはっこうマル

シェ2026」を開催します。 

甲府市は、日本ワイン発祥の地としてのワインをはじめ、甲州味噌、地ビールなどの発酵文化が

根付いており、地場産業であるジュエリー産業は世界的にも珍しい集積産地で、出荷額は全国トッ

プクラスのまちです。こうふはっこうマルシェは、これらの素晴らしい文化を持つ甲府市の魅力を

全国に発信するイベントとしてこれまで8回開催しています。 

今年度は会場が甲府駅北口から、「舞鶴城公園」と「こうふ亀屋座」へ移動します。 

毎年恒例の、甲府市内の「店舗をもっていない」または「開業して間もない」【事業者応援エリア】

は、「舞鶴城公園 自由広場」に設けることとなりました。 

つきましては、出店者を募集いたしますので、募集要項をご確認の上、是非この機会に、みなさ

まの活動やお店を紹介する場としてご活用ください。 

 

１ 開催日時 令和8年3月7日（土） 

10:00～16:00  ※小雨決行・荒天中止 

２ 出店場所 舞鶴城公園 自由広場（甲府市丸の内1-5-4） 

（こうふ亀屋座（甲府市丸の内1-11-5）でもイベントを実施します。） 

※出店位置は、ほかの出店状況を確認しながら（株）アドブレーン社にて 

調整させていただきますのでご了承ください。 

３ 募集店舗数  20店舗程度 

４ 出店者に係る条件 

・甲府市内に事業所があること、または甲府市民であること。 

  ・開業して間もない（5年以内を目安にします）事業所であること、 

または、実店舗をもっていないこと（オンラインのみで販売など） 

   ※基本的には持込テントでの出店ですが、キッチンカーでの出店も可とします。 

出店内容  

飲食、物販、ワークショップなど、発酵食品に限らず出店できます。 

※イベントの雰囲気とかけ離れた出店内容の場合、お断りさせていただく場合がございます

のでご了承ください。 

５ 申込方法 

下記URLから必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

https://forms.gle/2qf1y9qxMdjvDqkw5 
※ご自身のGoogleドライブのストレージ容量が不足している場合、ファイルのアップロード

や共有が行われない可能性がございます。予め使用状況をご確認ください。 

 

また、Eメールまたは郵送でお申し込みの場合は、3頁の「出店申込書」と4頁の「出店品目

一覧」、5頁の「誓約書」をご記入いただき、顔写真付きの身分証明証のコピーを添付の上、E

メール、FAXまたは郵送でお申し込みください。 

※誓約書の原本は、出店が確定しましたら、（株）アドブレーン社に郵送してください。 

※安全な運営のため、警察署の指導に基づき出展者の本人確認を行っております。いただいた

https://forms.gle/2qf1y9qxMdjvDqkw5
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情報は、防犯および警察への届出以外には使用いたしません。 

※各書類とも必ず全てご記入ください。 

 

６ 出店料・備品 

■持込テントおよびキッチンカーの場合：3,000円 

付属備品⇒電源 2口(1500w)、出店看板 1枚 

※サイズは、W3m×D3m以内でお願いいたします。 

  ■貸出テントの場合：8,000円 

   付属備品⇒3坪テント(W3.6m×D2.7m)1棟、テーブル(W180cm×D45cm)2台、パイプイス4脚 

        電源 2口(1500w)、出店看板 1枚 

   

   ※椅子や電源容量など追加が必要な場合はご相談ください。（別途料金がかかります。） 

   ※出店料は運営会社である㈱アドブレーン社が代行して事前に請求させていただきます。 

※出店料は荒天中止など、主催者都合による中止の場合は全額返金いたします。 

 

７ 申込先・問合先 

   ＜運営会社＞ 

   〒400-8535 甲府市北口2-6-10 

   ㈱アドブレーン社 企画制作局 プロモーション事業部 

   こうふはっこうマルシェ2026  出店担当 古屋 

   電話：055-231-3311（平日 午前9時～午後 5時）  

FAX：055-254-8000  Eメール： furu-t@ybs.jp 

    

８ 申込締切 

令和8年1月21日（水）午後 5時（必着とします） 

 

９ 出店者への案内 

  出店申込書・出店品目一覧の記載内容を確認し、応募者多数の場合は選考を行い、出店者を決

定してまいります。また、出店が確定した場合は、後日開催される出店者説明会への参加をお

願いいたします。日時については追ってご連絡差し上げます。 

  ※選考結果は、1月下旬を目途に、全ての方に FAX又は Eメールでご連絡させていただきます。 

  ※選考結果に関しての質問や異議申し立てはご遠慮ください。 

 

10 禁止事項 

・発電機の持込み。 

・ブースの又貸し、申込者以外が運営する行為。 

※出店が確定した場合、後日お渡しいたします出店マニュアルに定める注意事項・禁止事項を

厳守し、主催者及び運営会社の指示に従ってください。 

 

11 販売価格 

  提供する商品が重複や類似している場合、若しくは販売価格が著しく異なっている商品につ

いては、販売価格のご相談をさせていただく場合がございますのでご了承ください。 

mailto:furu-t@ybs.jp
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出店申込書 

「こうふはっこうマルシェ2026 「甲府市の事業者を応援するイベント」出店者募集要項」を 

承認し、次の通り申し込みます。 

 

ふりがな  ふりがな  

会社名 

申込者名 
 責任者名  

電話番号 

(携帯電話でも可) 
 FAX 番号  

メール  

住  所 

〒 

出店者名 

（屋台名） 
 

火気の使用 

□無し  /  □LPガス  □ 炭火  □他（            ） 

※IHをご利用の場合は「□他（  ）へご記入を願いします。 

 

応募条件 

下記の当てはまる事項にチェックをしてください。 

 【必須項目】 

  □甲府市内に事業所がある、もしくは甲府市民である 

 【選択項目】※どちらか当てはまる方にレ点を入れてください。 

  □開業して間もない(目安5年以内) 

  □実店舗を持っていない 

 

 上記選択がない場合は、出店をお断りさせていただく場合がございますので、ご注意ください。 

※食品を出店される方は、営業許可証等のコピーの添付をお願いいたします。 

申込期限 令和8年1月21日（水）午後5時必着（メールor FAX or郵送） 

あ て 先 株式会社アドブレーン社 企画制作局 プロモーション事業部 

     こうふはっこうマルシェ2026  出店担当 古屋 

Eメール  furu-t@ybs.jp 

FAX   055-254-8000 

郵  送 〒400-8535 甲府市北口2-6-10 

WEB申込  https://forms.gle/2qf1y9qxMdjvDqkw5 

mailto:furu-t@ybs.jp
https://forms.gle/2qf1y9qxMdjvDqkw5
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出店品目一覧 
 

申込者名〔             〕 

【記載上の注意】 

※１ 保健所等、関係機関への提出や、調整に必要ですので販売する商品をなるべく記入してくだ

さい。記入のない商品の販売も可能ですが、出店が確定した段階でヒアリングさせていただ

く場合がございます（枠が足りない場合は、コピーしてお使いください）。 

※２ 販売商品や使用する食材・材料など、販売商品の特徴を記入してください。 

体験、ワークショップの方は内容をこちらにご記入ください。 

出店テーマ 

（飲食・クラフト・ワ

ークショップ等ジャン

ルをご記入ください） 

 

提供商品・販売価格 

 ※１ 

№ 商品名 金額 

1        円  

2        円  

3        円  

4        円  

5        円  

6        円  

7        円  

8        円  

商品の特徴 

 ※２（体験、ワークショ

ップの方は内容をこち

らにご記入ください） 
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誓    約    書 

 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、甲府市が必要と認める場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾し

ます。 

また、照会で確認された情報は、今後、私が甲府市との手続き等における身分確認に利

用することに同意します。 

 

記 

 

１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

⑴ 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑷ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 

⑸ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記⑴か

ら⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者 

２ １の⑵から⑹に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は

個人ではありません。 

 

令和  年  月  日 

 

甲府市長 樋口雄一 殿 

 

            〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕 

 

住  所                             

             〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕 

（ふりがな）  

氏  名                             ㊞  

 

 

生年月日 （明治・大正・昭和・平成）    年   月   日 


